
こ
ど
も
加
算
対
象
者

支
給
額　

18
歳
以
下
の
扶
養
児
童
１
人
当

た
り
５
万
円

支
給
対
象
者

　

令
和
６
年
度
物
価
高
騰
対
策
給
付
金
の

対
象
で
あ
り
、
次
の
条
件
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
世
帯
。

①
令
和
６
年
６
月
３
日
時
点
で
同
一
世
帯

内
に
18
歳
以
下
の
児
童
が
い
る
。

②
令
和
６
年
６
月
３
日
以
降
に
生
ま
れ
た

児
童
が
い
る
。

③
別
世
帯
だ
が
扶
養
し
て
い
る
児
童
が
い

る
。

手
続
き

　

①
に
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
方
に
は
確

認
書
を
送
り
ま
す
。
内
容
を
確
認
し
、
返

送
し
て
く
だ
さ
い
。

　

②
③
に
該
当
す
る
方
は
、
窓
口
で
申
請

が
必
要
で
す
。

返
送
・
申
請
期
限　
10
月
31
日
㈭

※
こ
の
給
付
金
は
、
令
和
５
年
11
月
29
日

に
公
布
さ
れ
た
「
物
価
高
騰
対
策
給
付
金

に
係
る
差
押
禁
止
等
に
関
す
る
法
律
」
第

３
条
に
よ
り
差
し
押
さ
え
が
禁
止
さ
れ
て

い
ま
す
。

※
物
価
高
騰
対
策
給
付
金
（
令
和
５
年
度

住
民
税
非
課
税
世
帯
（
７
万
円
））
の
申

請
は
３
月
15
日
を
も
っ
て
受
け
付
け
を
終

了
し
て
い
ま
す
。

※
物
価
高
騰
対
策
給
付
金
（
令
和
５
年
度

住
民
税
均
等
割
の
み
課
税
世
帯
（
10
万

円
））
の
申
請
は
５
月
31
日
で
受
け
付
け

を
終
了
し
て
い
ま
す
。

　
市
は
、「
ペ
イ
ジ
ー
口
座
振
替
受
付
サ
ー

ビ
ス
」
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

印
鑑
は
不
要
で
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド

と
本
人
確
認
書
類
が
あ
れ
ば
市
民
税
務
課

（
４
番
窓
口
）
で
簡
単
に
口
座
振
替
依
頼

が
で
き
る
便
利
な
サ
ー
ビ
ス
で
す
。
来
庁

の
際
は
、
ぜ
ひ
「
ペ
イ
ジ
ー
口
座
振
替
受

付
サ
ー
ビ
ス
」
を
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

対
象
の
税
・
保
険
料
な
ど

○

市
県
民
税
（
普
通
徴
収
）

○

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税

○

軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）

○

国
民
健
康
保
険
料

○

介
護
保
険
料

○

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

○

保
育
料

○

副
食
費

○

市
営
住
宅
使
用
料

○

市
営
住
宅
駐
車
場
使
用
料

○

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
負
担
金

対
象
金
融
機
関

○

四
国
銀
行

○

山
口
銀
行

○

広
島
信
用
金
庫

○

も
み
じ
銀
行

○

ひ
ろ
し
ま
農
業
協
同
組
合

○

西
京
銀
行

○

中
国
労
働
金
庫

○

ゆ
う
ち
ょ
銀
行

注
意
事
項

○

口
座
名
義
人
ま
た
は
納
税
義
務
者
以
外

の
方
が
手
続
き
す
る
際
は
、
原
則
委
任

状
が
必
要
で
す
。

○

キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
の
種
類
に
よ
っ
て

は
、
取
り
扱
い
で
き
な
い
場
合
が
あ
り

ま
す
。

　

詳
し
く
は
「
大
竹
市　

ペ
イ
ジ
ー
」
で

検
索
、
ま
た
は
市
民
税
務
課
に
問
い
合
わ

せ
て
く
だ
さ
い
。

リサイクル下敷きの寄贈
株式会社正和クリーン

　６月５日に、尾道市の（株）正和クリーンから、
市内の小学校に通う４年生の環境学習に役立
てるため、ペットボトルのリサイクル下敷き
200枚を寄贈していただきました。ありがと
うございました。

村上伸一郎代表取締役（左）と小西啓二教育長（右）

印
鑑
不
要
　
簡
単
手
続
き

市
役
所
で
口
座
振
替
依
頼

ペ
イ
ジ
ー
口
座
振
替
受
付
サ
ー
ビ
ス

問
い
合
わ
せ　

市
民
税
務
課　

☎
59
２
１
２
７

　

賃
金
上
昇
が
物
価
高
に
追
い
つ
い
て
い

な
い
国
民
の
負
担
を
緩
和
す
る
た
め
、
令

和
６
年
分
所
得
税
お
よ
び
令
和
６
年
度
分

（
一
部
令
和
７
年
度
分
）
個
人
住
民
税
所

得
割
か
ら
減
税
（
定
額
減
税
）
が
行
わ
れ

ま
す
。

　

ま
た
、
減
税
し
き
れ
な
い
と
見
込
ま
れ

る
方
へ
給
付
（
調
整
給
付
）
が
行
わ
れ
ま

す
。

︻
定
額
減
税
︼

対　

象

　

合
計
所
得
金
額
が
１
８
０
５
万
円
以
下

の
方

※
非
課
税
の
方
お
よ
び
個
人
住
民
税
が
均

等
割
の
み
課
税
の
方
は
対
象
外

定
額
減
税
可
能
額

　

納
税
義
務
者
本
人
お
よ
び
控
除
対
象
配

偶
者
・
扶
養
親
族
（
国
外
居
住
者
を
除
く
）

１
人
に
つ
き
、
令
和
６
年
分
所
得
税
額
か

　

エ
ネ
ル
ギ
ー
・
食
料
品
な
ど
の
物
価
高

騰
の
影
響
を
受
け
て
い
る
令
和
６
年
度
新

規
住
民
税
非
課
税
世
帯
、
新
規
住
民
税
均

等
割
の
み
課
税
世
帯
と
令
和
６
年
度
物
価

高
騰
対
策
給
付
金
の
対
象
者
の
う
ち
18
歳

以
下
の
扶
養
児
童
が
い
る
世
帯
に
対
し

て
、
負
担
軽
減
の
た
め
の
支
援
を
行
い
ま

す
。

令
和
６
年
度
新
規
住
民
税
非
課
税
世
帯

新
規
住
民
税
均
等
割
の
み
課
税
世
帯

支
給
額　
１
世
帯
あ
た
り
10
万
円

支
給
対
象
者

　
次
の
両
方
に
該
当
す
る
世
帯

①
令
和
６
年
６
月
３
日
時
点
で
大
竹
市
に

住
ん
で
い
る
。 

②
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
方
全
員
の
住
民

税
所
得
割
が
非
課
税
と
な
っ
て
い
る
。

（
住
民
税
が
課
税
さ
れ
て
い
る
方
の
扶

養
親
族
な
ど
の
み
で
構
成
さ
れ
る
世
帯

は
除
く
）

※
令
和
５
年
度
物
価
高
騰
対
策
給
付
金
対

象
世
帯
（
令
和
５
年
度
住
民
税
非
課
税
世

帯
お
よ
び
均
等
割
の
み
課
税
世
帯
）
は
対

象
外
で
す
。

手
続
き

　

該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
方
に
は
確
認
書

を
送
り
ま
す
。
内
容
を
確
認
し
、
返
送
し

て
く
だ
さ
い
。

※
令
和
６
年
１
月
２
日
以
降
に
大
竹
市
に

転
入
し
た
方
は
、
窓
口
で
申
請
が
必
要
で

す
。

返
送
期
限　
10
月
31
日
㈭

ら
３
万
円
、
令
和
６
年
度
分
個
人
住
民
税

所
得
割
額
か
ら
１
万
円
が
減
税
さ
れ
ま
す
。

　

な
お
、
定
額
減
税
を
受
け
る
た
め
の
手

続
き
は
不
要
で
す
。

※
合
計
所
得
金
額
が
１
０
０
０
万
円
以
上

の
方
の
同
一
生
計
配
偶
者
に
係
る
個
人
住

民
税
の
定
額
減
税
に
つ
い
て
は
令
和
７
年

度
分
か
ら
減
税
さ
れ
ま
す
。

︻
調
整
給
付
︼

対　

象

　

令
和
６
年
分
推
計
所
得
税
額
ま
た
は
令

和
６
年
度
分
個
人
住
民
税
所
得
割
額
が
定

額
減
税
可
能
額
に
満
た
な
い
方

給
付
額

　

次
の
①
と
②
の
合
計
額
（
合
計
額
を

１
万
円
単
位
で
切
り
上
げ
）

①
所
得
税
定
額
減
税
可
能
額

－

令
和
６

年
分
推
計
所
得
税
額

②
個
人
住
民
税
定
額
減
税
可
能
額

－

令

和
６
年
度
分
個
人
住
民
税
所
得
割
額

※
早
期
に
給
付
を
届
け
る
観
点
か
ら
令
和

６
年
分
推
計
所
得
税
額
は
令
和
６
年
度
個

人
住
民
税
の
課
税
状
況
に
基
づ
き
算
定
さ

れ
ま
す
。

　

な
お
、
令
和
６
年
分
所
得
税
額
が
確
定

し
、
給
付
額
に
不
足
が
あ
る
場
合
は
、
令

和
７
年
度
に
追
加
で
給
付
が
行
わ
れ
ま

す
。

手
続
き

　
７
月
下
旬
以
降
、
対
象
者
に
確
認
書
を

送
付
し
ま
す
。
内
容
を
確
認
し
、
市
民
税

務
課
へ
返
送
し
て
く
だ
さ
い
。

新
規
住
民
税
非
課
税
世
帯

新
規
住
民
税
均
等
割
の
み
課
税
世
帯

令
和
５
年
度
物
価
高
騰
対
策
給
付
金
対
象
世
帯
は
対
象
外
で
す
―

問
い
合
わ
せ　

地
域
介
護
課　

☎
28
６
２
２
６

物
価
高
騰
対
策
給
付
金

令和６年度

所得税・
個人住民税所得割の
定額減税 調整給付
問い合わせ
　市民税務課　☎ 59-2128

対象
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